
 平成 29 年 4 月、 秋田県で手話や点字などの普及を進める

『手話言語条例』 が施行されました。

　この機会に、 “手話” を始めてみませんか。

　 Let’s

　　　 Ｔry ！

一 緒 に お ぼ え て み ま せ ん か ？一 緒 に お ぼ え て み ま せ ん か ？

期　日　

場　所　　遊 学 舎 　 研 修 室 １

講　師　　戸部  伊遠子さん　

お問い合わせ ・ お申込み先 ・ 主催

NPO 法人あきたパートナーシップ

ＴＥＬ　018-829-5801 ＦＡＸ　018-829-5803

〒010-1403　秋田市上北手荒巻字堺切 24-2 （遊学舎）

参加費　　一 回 　 ５ ０ ０ 円 （ テ キ ス ト 代 、 お 茶 ・ 菓 子 代 含 む ）

月 2 回　第１ ・ ３  木曜日　

６ 月

７ 月

 ８ 月

6/1、　6/15、 7/6、　7/20、 8/3、　8/24

19 ： 00 ～ 20 ： 30

あいさつ ・ 自己紹介 ・ 家族紹介をしてみましょう

いろいろな場面で使える簡単なフレーズ

事故 ・ 災害など、 いざという時の手話

（※8 月のみ第 1 ・ ４木曜）
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初めての方、
大歓迎です。

初心者のための

・ 秋田盲ろう者友の会

・ 手話サークルたんぽぽ　所属　

盲ろう者通訳 ・ 訪問相談員

遊

講

座

学

E-mail：yutori@circus.ocn.ne.jp



  　　　「 初心者のための手話 」　
　　  お申込みはこちらまでどうぞ

TEL　０ １ ８ - ８ ２ ９ - ５ ８ ０ １ FAX　０ １ ８ - ８ ２ ９ - ５ ８ ０ ３

お申込み書

お名前

フリガナ

ご住所

お電話番号

※個人情報はその他の目的以外に使用せず、

　使用範囲を限定し、適切に取り扱います
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知る

楽しむ

Ｅ-mail：yutori@circus.ocn.ne.jp


